
国から見た機関による研究データ管理の必要性
（機関の責務とは）
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準拠 困難は？逆にもっとこうした方が良い等は？
（かなり踏み込んだ内容の要求）

・機関のRDMルール必要
・個人情報データなど機微なデータ
・機関やFAによるコンサルあれば
・研究者間のRDMレベルの差（PI高、一般
低）
・必要なDMPとは？

・公的資金による研究データの管理・
利活用に関する基本的な考え方の4章
・研究公正の観点

（4章）
１．ガバナンスのありかたを定
めたポリシーの策定（管理する
範囲、公開基準、利活用ルール
等定める）、
２．機関リポジトリへのデータ
収集とメタデータの付与、
３．RDM体制の整備、
４．セキュリテイ、法律遵守、

・取扱いに注意を要する機微なデータが多い。
・DMPにて、対処

・機関がNII型ポリシーを採択す
ることの難しさ。逆に採択する
ことのメリットは？（説明責任
や研究力強化の観点など）
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